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１  ガイドラインの目的 

消防法による電気設備は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術

基準を定める省令」の規定によるほか、可燃性蒸気又は微粉（以下、可燃

性蒸気等という 。） の滞留するおそれのある場所の電気設備については、

危険場所に応じた防爆構造の機器の使用が定められている。 

＜参照＞ 

 製造所等の危険場所で防爆構造を適用する範囲 

・「引火点が４０℃未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合」 

・「引火点が４０℃以上の危険物であっても、その可燃性液体を当該引火 

点以上の状態で貯蔵し又は取り扱う場合」 

・「可燃性微粉が滞留するおそれのある場合」 

しかし、総務省消防庁が危険物施設のＤＸを推進している中、デジタル

技術等を活用した対応は必要不可欠であり、ＩＣＴ（情報通信技術）の活

用に向けた非防爆型タブレット等の携帯型電子機器（以下、非防爆携帯型

電子機器という 。） を製造所等への導入に向けた動向がある。 

このことから、可燃性蒸気等が滞留していない状態を確認すること等、

非防爆携帯型電子機器を安全に活用するための本ガイドラインを策定する

ものである。 

２  非防爆携帯型電子機器の使用について 

⑴  防爆構造の適用範囲においては、つぎの内容を講ずること。 

ア 設置された直近の固定ガス検知器又は非防爆携帯型電子機器の操

作者自らが携帯するポータブルガス検知器等により、可燃性蒸気等

がないことが容易に確認できること。 

イ 十分な換気等が常時行われ、可燃性蒸気等が滞留するおそれのな

い室内等であること（例として、爆発下限値 ( ＬＥＬ ) の２５％未



満を保持等 ）。  

ただし、空調設備により定温に保たれた屋内貯蔵所で常時換気等

が困難であり、かつ非防爆携帯型電子機器の操作者自らが携帯する

ポータブルガス検知器により、可燃性蒸気等がないことが容易に確

認できる場合はこの限りでない。 

⑵ 可燃性蒸気等の発生異常時における安全措置については、下記内容

等を施設の形態に応じて講ずること。 

  ア ガス検知器等が反応した場合は、非防爆携帯型電子機器の使用を 

直ちに中止し、非危険場所又は内圧室等の安全が確保された場所に

直ちに退避すること。なお、迅速な退避が困難となる場合は、非防

爆携帯型電子機器を外部と完全に遮断できるＢＯＸ等に投入して退

避すること。 

イ 危険物の取扱いの監視を行う計器室等で可燃性蒸気等の発生を覚

知した際、非防爆携帯型電子機器の操作者に対しスピーカー等によ

り即座に連絡すること。 

ウ 計器室等からの遠隔操作により、非防爆携帯型電子機器本体にイ 

ンターロック等の制御機能を備えること。 

⑶ 事業所全体で非防爆携帯型電子機器の管理体制を整えること。 

ア 非防爆携帯型電子機器をリスト等に整備しておくこと。 

イ 各非防爆携帯型電子機器をどの危険場所で使用するかについて、

管理側及び操作側の双方が把握しておくこと。 

⑷ 給油取扱所は、「給油取扱所において機器を使用する場合の留意事 

項等について」（平成３０年８月２０日消防危第１５４号通知）のと

おり、下記のいずれかの規格に適合する非防爆携帯型電子機器につい

ては、使用可能である（上記２（１）から（３）の措置をとらなくて

も差し支えない ）。  

ア 国際電気標準会議規格（ＩＥＣ）６０９５０－１ 

イ 日本工業規格（ＪＩＳ）Ｃ６９５０－１（情報技術機器－安全性



－第  １  部：一般要求事項） 

ウ 国際電気標準会議規格（ＩＥＣ）６２３６８－１ 

エ 日本工業規格（ＪＩＳ）Ｃ６２３６８－１（オーディオ・ビデオ、

情報及び通信技術機器－第  １  部：安全性要求事項） 

３  使用上の留意事項 

⑴ 非防爆携帯型電子機器を持ち込む危険場所を書類等で事前に確認す

ること。また、可燃性蒸気等が発生した場合の退避場所等も事前に確

認すること。 

⑵ 計器室等の管理する者と非防爆携帯型電子機器を操作する者が、常

に連絡を取れる体制が整っているか事前に確認すること。 

⑶ 肩掛け紐付きカバー等により、非防爆携帯型電子機器の落下防止措

置を講ずること。 

⑷  危険物の取り扱い作業中の者が同時に非防爆携帯型電子機器の操作 

を行わないこと。 

⑸  非防爆携帯型電子機器の使用中、動作の不具合が発生した場合、そ 

の場で修理等の措置を行わず、非危険場所等の安全が確保された場所 

で対応すること。 

⑹  非防爆携帯型電子機器の操作者等の関係者に対し、操作方法や危険

要因等について十分な教育を実施すること。 

⑺  次のアからウに掲げる事項について、予防規程の添付書類等で明ら

かにすること。 

ただし、当該事項について社内規定等に定めがある場合は、予防規

程から社内規定等に委任することができる。 

ア  非防爆携帯型電子機器の仕様、保護措置 

イ  非防爆携帯型電子機器の用途、使用する場所及び管理体制 

ウ  非防爆携帯型電子機器の使用中に火災等の災害が発生した場合に

取るべき措置 

（危険物の規制に関する規則第６０条の２第１項第１１号関係） 


